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各総合支庁環境課受付

※上記４の事業決定告示の

規模を超えるものは要変更決定

※規模を超えないものは変更

認可で可
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※県立自然公園も同様の手続き

◎
自然公園法関係規定抜粋

（公園計画の決定）

第７条
第７条第７条
第７条　国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定する。

２　国定公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴いて決定する。

３　環境大臣は、公園計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供し

　なければならない。

（公園事業の決定）

第９条
第９条第９条
第９条　国立公園に関する公園事業（以下「国立公園事業」という。）は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定

　　する。

２　国定公園に関する公園事業（以下「国定公園事業」という。）は、都道府県知事が決定する。

３　環境大臣は、国立公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。

４　都道府県知事は、国定公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。

５　第１項及び第３項の規定は環境大臣が行う国立公園事業の廃止又は変更について、前項の規定は都道府県知事

　が行う国定公園事業の廃止又は変更について準用する。

1

事業実施
事業実施事業実施
事業実施

国定公園の公園事業の決定について
国定公園の公園事業の決定について国定公園の公園事業の決定について
国定公園の公園事業の決定について

公園計画の決定（目的、位置等の概略決定）
公園計画の決定（目的、位置等の概略決定）公園計画の決定（目的、位置等の概略決定）
公園計画の決定（目的、位置等の概略決定）

国定公園事業の決定（箇所、位置、規模等の決定）
国定公園事業の決定（箇所、位置、規模等の決定）国定公園事業の決定（箇所、位置、規模等の決定）
国定公園事業の決定（箇所、位置、規模等の決定）

事業執行認可・協議
事業執行認可・協議事業執行認可・協議
事業執行認可・協議

山形県公報での事業決定告示
山形県公報での事業決定告示山形県公報での事業決定告示
山形県公報での事業決定告示

官報告示及び閲覧
官報告示及び閲覧官報告示及び閲覧
官報告示及び閲覧（蔵王国定公園：昭和38年8月8日厚生省告示第344号）

（蔵王国定公園：昭和38年8月8日厚生省告示第344号）（蔵王国定公園：昭和38年8月8日厚生省告示第344号）
（蔵王国定公園：昭和38年8月8日厚生省告示第344号）

※蔵王国定公園利用施設計画（蔵王高原集団施設地区）の

　計画目標に合致する事業のため事業決定手続きから開始
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